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特
集雇用機会均等法40年：自治体職場の今とこれから

雇
用
機
会
均
等
法
40
年
：
自
治
体
職
場
の
今
と
こ
れ
か
ら

均
等
法
後
の
日
本
社
会
の

ジ
ェン
ダ
ー
雇
用
平
等
と
今

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
施
行
か
ら
四
〇
年
を
迎
え
た
今
、

女
性
雇
用
者
数
は
約
一
・
九
倍
に
拡
大
し
た
一
方
、

賃
金
格
差
・
非
正
規
雇
用
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
課
題
は
根
深
く
残
る
。

均
等
法
成
立
の
経
緯
か
ら
今
日
ま
で
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
雇
用
平
等
の
あ
ゆ
み
を
振
り
返
り
残
さ
れ
た
課
題
を
考
え
る
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授

山
田
和
代

　

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
一
九
八
五
年
に
成
立
し
、
翌
年
の
施
行
か
ら

今
年
で
四
〇
年
を
迎
え
た
。
本
稿
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
述
べ

て
き
た
こ
と
を
含
め
つ
つ
、
こ
の
四
〇
年
間
の
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め

ぐ
る
雇
用
、
賃
金
、
労
働
運
動
の
変
遷
を
振
り
返
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
雇
用

平
等
の
今
の
課
題
を
捉
え
て
み
た
い
。
そ
の
間
に
は
、
社
会
経
済
的
な
背

景
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
、
労
働
ビ

ッ
グ
バ
ン
と
呼
ば
れ
る
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
が
お
こ
っ
た
。
加
え
て
生

活
・
生
存
に
さ
え
も
困
窮
す
る
人
び
と
を
傍
目
に
、
新
自
由
主
義
に
よ
る

競
争
の
跳
梁
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

男
女
雇
用
平
等
法
を
求
め
た
労
働
運
動
と
均
等
法＊
１

　

私
事
で
は
あ
る
が
、
二
〇
年
く
ら
い
前
に
海
外
の
学
術
コ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
で
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
つ
い
て
報
告
を
お
こ
な
っ
た
際
に
、
参

加
者
か
ら
「
均
等
」
と
は
何
で
す
か
と
い
う
旨
の
質
問
を
受
け
た
。
そ
れ

は
、「
平
等
」
で
は
な
く
何
故
に
「
均
等
」
と
い
う
用
語
な
の
か
と
い
う
趣

旨
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
実
は
、
似
た
よ
う
な
質
疑
が
一
九
八
四
年

の
第
一
〇
一
回
国
会
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
て
、
均
等
法
の
名
称
を

め
ぐ
っ
て
出
て
い
た
。
答
弁
に
た
っ
た
当
時
の
労
働
省
婦
人
局
長
は
、「
均

等
と
平
等
は
辞
書
を
引
い
て
も
同
じ
意
味
。
労
働
法
で
は
『
均
等
』
が
用

例
。」
と
述
べ
て
い
た＊
２

。「
平
等
」
の
実
現
と
は
長
く
厳
し
い
闘
い
で
あ
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
文
字
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
も
難
儀
な
こ
と
だ
っ
た
。

　

女
性
労
働
組
合
員
を
含
め
多
く
の
女
性
た
ち
は
職
場
の
女
性
差
別
や
男

女
処
遇
格
差
の
解
消
を
求
め
て
、「
男
女
雇
用
平
等
0

0

法
」
を
要
求
し
た
。
そ

の
内
容
は
、
雇
用
全
般
に
わ
た
る
性
差
別
禁
止
と
そ
の
明
記
、
救
済
機
関

や
ま
だ
・
か
ず
よ

滋
賀
大
学
講
師
、
准
教
授
を
経
て
現
職
。
博
士
（
社
会
科
学
）。
専
門
分
野
は
日
本
労
働
史
、
社
会
政
策
。

著
書
に
『H

andbook of F
em

inism
s in Japan

』（Japan D
ocum

ents

、二
〇
二
五
年
、分
担
執
筆
）、

『
大
阪
社
会
労
働
運
動
史 

第
一
〇
巻
』（
耕
文
社
、
二
〇
二
四
年
、
編
集
委
員
）、『
リ
ス
ク
社
会
の
家

族
変
動
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
二
〇
年
、
分
担
執
筆
）
な
ど
。

の
設
置
、
労
働
基
準
の
引
き
上
げ
、
母
性
保
護
の
拡
充
等
で
あ
っ
た
。

　

均
等
法
成
立
前
の
一
九
七
〇
年
代
、男
女
平
等
や
女
性
の
地
位
向
上
、性

別
分
業
や
女
性
差
別
の
撤
廃
を
求
め
る
国
際
的
潮
流
に
お
い
て
、
国
連
は

「
国
際
女
性
年
」（
一
九
七
五
年
）
を
設
定
し
、
一
九
七
六
年
か
ら
八
五
年

の
「
国
連
女
性
の
一
〇
年
」
に
は
女
性
差
別
撤
廃
条
約
（
一
九
七
九
年
）

を
採
択
し
た
。
日
本
は
八
〇
年
の
世
界
女
性
会
議
（
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
）

を
機
に
こ
の
条
約
に
署
名
し
て
い
る
。
以
後
、
そ
の
批
准
に
向
け
て
国
内

法
制
の
整
備
が
進
め
ら
れ
る
。
政
府
は
一
九
七
七
年
に
「
婦
人
の
一
〇
年

国
内
行
動
計
画
」
を
、
七
八
年
に
は
労
働
基
準
法
研
究
会
の
報
告
書
が
発

表
さ
れ
、
こ
の
報
告
書
で
は
女
子
保
護
規
定
の
見
直
し
が
示
さ
れ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
女
性
や
各
党
か
ら
の
反
対
意
見
や
男
女
雇
用
平
等
法
要
求

が
ま
き
お
こ
っ
た
。
今
か
ら
み
れ
ば
雇
用
の
規
制
緩
和
は
す
で
に
は
じ
ま

っ
て
い
た
。

　

労
使
の
議
論
の
過
程
で
は
、「
保
護
か
平
等
か
」
の
論
争
を
生
ん
だ
。
戦

後
の
労
働
基
準
法
（
一
九
四
七
年
制
定
）
で
は
、
女
性
に
対
し
て
時
間
外

労
働
、
休
日
労
働
、
深
夜
業
、
坑
内
労
働
、
危
険
有
害
業
務
、
産
前
産
後
、

育
児
時
間
、
生
理
休
暇
、
帰
郷
旅
費
の
保
護
規
定
が
あ
っ
た＊
３

。
こ
う
し
た

「
保
護
」
を
緩
和
し
て
、男
性
と
土
俵
を
同
じ
に
す
る
「
平
等
」
と
す
る
の

か
。
ま
た
、
女
性
の
間
で
も
、
就
労
機
会
を
広
げ
る
た
め
に
緩
和
を
受
容

す
る
考
え
が
な
く
は
な
か
っ
た
。

　

成
立
し
た
均
等
法
に
つ
い
て
、
当
時
の
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
（
総

評
）
婦
人
局
の
評
価
を
み
る
と
、
①
勤
労
婦
人
福
祉
法
（
一
九
七
二
年
）

の
改
定
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
基
本
的
人
権
と
し
て
性
差
別
禁
止
の
視
点
が

な
い
こ
と
、
③
差
別
禁
止
は
定
年
・
退
職
・
解
雇
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚

生
の
一
部
で
あ
っ
て
、
募
集
、
採
用
、
配
置
、
配
置
転
換
、
昇
進
、
昇
格

は
努
力
義
務
で
あ
る
こ
と
、
④
法
違
反
に
罰
則
無
し
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

資料●ジェンダー雇用平等関連の主な流れ	
年 事項

1975 「国際女性年」
1979 国連・女性差別撤廃条約採択
1985 男女雇用機会均等法成立、女子差別撤廃条約批准、

第 3 号被保険者制度創設
1989 連合発足
1995 ILO 家族責任条約 156 号批准
1999 男女共同参画基本法成立
2012 第 2 次安倍政権（～ 2020、3 本の矢／成長戦略

／一億総活躍）
2015 女性活躍推進法
2019 働き方改革関連法・順次施行

を
あ
げ
て
い
る＊

４

。
こ
う
し
た
評

価
を
み
れ
ば
、
均
等
法
が
「
ザ

ル
法
」
と
い
わ
れ
た
所
以
が
よ

く
わ
か
る
。
成
立
後
、
総
評
婦

人
部
は
、
均
等
法
の
指
針
・
省

令
策
定
の
中
で
同
法
の
目
的
の

最
大
限
活
用
や
、
性
別
役
割
分

業
意
識
の
見
直
し
へ
の
取
り
組

み
も
運
動
の
課
題
と
し
、
翌
年

の
均
等
法
施
行
に
あ
た
っ
て
は

同
法
が
職
場
に
有
効
に
定
着
す

る
た
め
の
労
働
協
約
化
の
運
動

を
呼
び
か
け
た＊
５

。

　

し
か
し
、
成
立
後
の
コ
ー
ス


